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 号 外⒁  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則を廃止する規則   １ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規     則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則を廃止する規則を次 

のように定め、公布する。 

  平成30年３月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第10号 

   富山県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則を廃止す 

   る規則 

 富山県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則（平成18年富山県規 

則第６号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（厚生企画課）  
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